
日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

 

 

第３回常任委員会 
 

 

 

 

 

日時  令和８年２月２日（火） 14時 30分～ 

会場  延岡市役所２階 講堂 

 





第３回常任委員会 次第 

１ 開   会 

２ 報告事項 

・報告事項１ 委員の交代について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

３ 審議事項 

（総務企画専門委員会関係） 

・第 １ 号議案 延岡市識別用品整備要項(案)について  ・・・・・・・・・・Ｐ３ 

・第 ２ 号議案 延岡市遺失物・拾得物取扱要項(案)について ・・・・・・・Ｐ５ 

・第 ３ 号議案 延岡市保険加入要項(案)について ・・・・・・・・・・・・Ｐ18 

 

（競技式典専門委員会関係） 

・第 ４ 号議案 延岡市情報通信基本計画（案）について  ・・・・・・・・Ｐ22 

 

（宿泊衛生専門委員会関係） 

・第 ５ 号議案 延岡市弁当調達要項(案)、 

延岡市弁当調整施設選考基準(案)について ・・・・・・・・Ｐ23 

・第 ６ 号議案 延岡市医療救護対策実施要領(案)について ・・・・・・・・Ｐ28 

・第 ７ 号議案 延岡市防疫対策実施要領(案)について ・・・・・・・・・・Ｐ35 

・第 ８ 号議案 延岡市食品衛生対策実施要領(案)について ・・・・・・・・Ｐ36 

・第 ９ 号議案 延岡市環境衛生対策実施要領(案)について ・・・・・・・・Ｐ38 

 

（輸送交通専門委員会関係） 

・第１０号議案 延岡市リハーサル大会輸送計画(案)について ・・・・・・・Ｐ40 

・第１１号議案 延岡市駐車場管理運営計画(案)について ・・・・・・・・・Ｐ41 

・第１２号議案 延岡市競技別リハーサル大会 

警備・消防防災実施計画(案)について ・・・・・・・・Ｐ43 

４ わた SHIGA輝く国スポ等視察及び事業概要説明会報告 

５ 閉  会 
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所属 氏名  所属 氏名 

延岡商工会議所 会頭 森 龍彦  延岡商工会議所 会頭 吉玉 典生 

延岡市 副市長 赤木 繁男 延岡市 副市長 山本 一丸 

宮崎県バレーボール協会 

理事長 
山﨑 義信 

宮崎県バレーボール協会 

理事長 
中馬 義郎 

 

委員の交代について 

（敬称略） 
（新） （旧） 

報告事項１ 
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日本のひなた宮崎 国スポ 延岡市識別用品整備要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は、第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎国スポ」（以下「国

スポ」という。）及び「日本のひなた宮崎競技別リハーサル大会」（以下「リハー

サル大会」という。）において、延岡市で開催される競技会の円滑な運営を図るた

め、競技役員等の識別用品について、必要な事項を定める。 

 

２ 識別用品の整備 

  識別用品は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下「市実

行委員会」という。）が整備するものとする。ただし、次に定める場合で、市実行

委員会が必要と認めるときは、この限りではない。 

 (1) 競技団体に識別用品を整備させる場合 

 (2) 共催市町実行委員会において識別用品の整備を行う場合 

 

３ 識別用品の種別 

 (1) リハーサル大会 

  ア ＡＤカード（カードケースを含む。以下同じ。） 

  イ 帽子 

  ウ 上着 

エ その他リハーサル大会の運営上必要が生じた識別用品 

 (2) 国スポ 

  ア ＡＤカード 

  イ 帽子 

  ウ 上着 

  エ その他国スポの運営上必要が生じた識別用品 

 

４ 配布対象者 

  識別用品の配布対象者は、次のとおりとする。ただし、配布対象者によっては、

簡素・効率化を考慮するものとする。 

 (1) 大会役員 

(2) 競技会役員 

(3) 競技役員 

 (4) 競技補助員 

 (5) 競技会係員 

 (6) 競技会補助員 

第１号議案 
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 (7) 選手・監督 

 (8) 視察員、報道員 

 (9) 大会関係者 

 (10) その他実行委員会が必要と認める者 

 

５ 識別用品の着用 

  配布対象者は、原則として、市実行委員会が整備する識別用品を着用すること

とする。 

 

６ 識別用品のデザイン 

  識別用品のデザインは、市実行委員会が指定するものとし、国スポ及びリハー

サル大会に従事する競技役員等の識別を図ることができるものとする。ただし、

競技団体及び共催市町実行委員会が識別用品を整備する場合のデザインについ

ては、この限りではない。 

 

７ 競技団体による整備 

  競技役員及び競技補助員に配布する識別用品については、競技団体が代替品目

の整備を希望し、整備品目及びデザインについて、市実行委員会が競技運営等に

より必要と認めた場合は、その整備に要する費用を負担することができる。 

  なお、競技団体が整備する場合の負担金の単価は、市実行委員会が同様の識別

用品の整備に要する 1 人あたりの額を上限とする。   

 

８ 共催市町実行委員会との協議による整備 

  他市実行委員会と共催で実施する競技に係る識別用品については、当該市実行

委員会と協議の上、整備するものとする。 

   

９ その他 

  この要項に定めるもののほか、識別用品の整備に関して必要な事項は別に定め

る。 
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日本のひなた宮崎 国スポ 

延岡市遺失物・拾得物取扱要項（案） 

 

１ 趣旨 

この要項は、遺失物法（平成 18年法律第 73号）に基づき、延岡市で開催する「日

本のひなた宮崎 国スポ」及び競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）にお

いて、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）が占有する競技会場、練習会場及び駐車場内等で、遺失物または拾得物の

届出があった場合の取扱いについて、必要な事項を定める。 

 

２ 取扱い及び保管 

（１）遺失物及び拾得物の届出先は、各競技会場の受付案内所とし、実行委員会が運

営する受付案内係が取扱い業務及び一時保管を行うものとする。 

（２）受付案内係は、その日の業務終了までに落とし主が判明しない場合は、各競技

会場の総務係に引き継ぐものとする。 

（３）総務係は、引き継いだ拾得物を盗難、紛失等の事故がないよう、あらかじめ定

められた保管場所に保管する。ただし、貴重品については、速やかに実行委員

会に引き継ぐものとする。 

（４）競技会終了後の遺失物及び拾得物の取り扱いは、実行委員会において行う。 

 

３ 届出の処理 

（１）拾得物の届出を受けた場合は、拾得物一覧簿（第１号様式）に記入するととも

に、拾得物受理書（第２号様式）に必要事項を記入の上、拾得者に対して拾得

物預かり書（第３号様式）を交付する。 

（２）遺失物の届出を受けた場合は、遺失物一覧簿（第４号様式）に必要事項を記入

の上、遺失者に対し届出番号を教示する。拾得物一覧簿（第１号様式）と照合

し、該当する物件がなかった場合は、当該遺失者に対して、所轄警察署に届け

出るよう説明する。 

 

４ 遺失物の返還及び拾得者への通知 

（１）遺失者に遺失物を返還する場合は、運転免許証等で遺失者本人であることを確

認するとともに、遺失物受領書（第５号様式）を作成し、署名を受ける。 その

際、拾得者が報労金請求権を取得している場合は報労金の支払義務について（第

５－１号様式）を作成し説明する。 

（２）遺失者の代理人に遺失物を返還する場合は、委任状（第６号様式）を受理した

第２号議案 
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後に、運転免許証等で遺失者の代理人であることを確認するとともに、可能で

あれば遺失者に電話で確認の上、遺失物受領書（第５号様式）を作成し、署名

を受ける。  

（３）拾得者が報労金請求権を取得した場合は、実行委員会が拾得物返還通知書（第

７号様式）を作成し、拾得者に通知する。 

 

５ 拾得物の引継ぎ及び警察署への提出等 

（１）総務係は、競技会終了までに遺失者が判明しない場合は、拾得物を実行委員会

に引き継ぐ。ただし、総務係は、拾得の翌日から起算して７日以内に所轄警察

署に引き継ぐ必要があるため、この時期を失しないように留意する。 

（２）実行委員会は、総務係から引き継いだ遺失者が判明しない拾得物を、拾得の翌

日から起算して７日以内に、届け出る。その際、拾得物に拾得物受理書(第２号

様式)の写しを貼付し、拾得物件提出書（第８号様式）を添えて所轄警察署に引

き継ぐ。 

（３）実行委員会は、拾得物を所轄警察署に引き継いだ後に、遺失の申し出があった

場合は、所轄警察署に引き継いだ旨を申出者に、遺失の申し出があった旨を所

轄警察署に伝える。 

 

６ その他 

この要項に定めるもののほか、遺失物・拾得物の取扱いに関して必要な事項は、

別に定める。 
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式典名/競技名   （第 2号様式） 

会場名    

 

拾得物受理書 

 

受理番号  

受理日時 令和   年    月   日（  ）  午前  ・  午後      時     分 

拾得日時 令和   年    月   日（  ）  午前  ・  午後      時     分頃 

※ 拾得者 

住  所 〒    － 

氏  名  

電  話 自宅（      ） 携/勤（      ） 

物 
 
 
 

件 

現 金 

総 額 金 額 内 訳 

円 

金種 数 金種 数 金種 数 

10,000円  500円  5円  

5,000円  100円  1円  

2,000円  50円   

1,000円  10円  

物 品 

品 名 形状・特徴・在中品の内訳等 点 数 

  点 

※権利の放棄の申告 

上記の物件に対する 

□ 一切の権利を放棄します。 

□ 費用の請求権を放棄します。 

□ 報労金の請求権を放棄します。 

□  所有権を放棄します。 

 ※権利を放棄しない場合は、遺失者に対して 

   氏名・住所・電話番号を告知する必要が 

あります。 

□  権利を放棄しません。 

令和   年   月    日    

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

 会 長  三 浦  久 知 様 

 

（拾得者氏名）                              （自署） 

拾得物預かり書 交付日時 令和   年    月   日（  ）  午前  ・  午後      時     分 

取扱担当者（自署）  

※太枠内は、拾得者本人が記入してください。 
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式典名/競技名   （第３号様式） 

会場名    

拾得物預かり書 

受理番号  

受理日時 令和   年    月   日（  ）  午前  ・  午後      時     分 

拾得日時 令和   年    月   日（  ）  午前  ・  午後      時     分頃 

※ 拾得者 

住  所 
〒    － 

  

氏  名  

電  話 自宅（      ） 携/勤（      ） 

物 
 
 
 

件 

現 金 

総 額 金 額 内 訳 

円 

金種 数 金種 数 金種 数 

10,000円  500円  5円  

5,000円  100円  1円  

2,000円  50円   

1,000円  10円  

物 品 

品 名 形状・特徴・在中品の内訳等 点 数 

 

 点 

※権利の放棄の申告 

上記の物件に対する 

□ 一切の権利を放棄します。 

□ 費用の請求権を放棄します。 

□ 報労金の請求権を放棄します。 

□ 所有権を放棄します。 

 ※権利を放棄しない場合は、遺失者に対して 

   氏名・住所・電話番号を告知する必要が 

あります。 

□ 権利を放棄しません。 

令和   年   月    日    

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

 会 長  三 浦  久 知  様 

 

（拾得者氏名）                              （自署） 

拾得物預かり書 交付日時 令和   年    月   日（  ）  午前  ・  午後      時     分 

上記の物件を預かりました。 

令和   年   月    日    

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会 

   会 長  三 浦 久 知   

                                  取扱者氏名                          （自署） 

注１ この預かり書は警察から通知があった場合、確認に必要ですから紛失しないよう大切に保管してください。 

 ２ 拾得者は、拾得物の評価額の 5～20％の 2分の 1の範囲内で報労金を受け取ることができます。（権利放棄された方は該当しません。） 

 ３ 落とし主がわからないときは、大会終了後速やかに所管警察署へ提出します。なお、警察署への提出後、さらに 3か月を経過しても遺失者が 

   わからないときは、この物件の所有権を取得できます（権利放棄された方は該当しません。）。ただし、個人情報の記録された物件については、 

   所有権を主張することができません。 

   詳細につきましては、所管警察署の落し物係へ問い合せてください。この物件を受け取ることができる期間は、警察署へ届出した翌日から 3 か

月を経過した日から 2か月以内です。この期間を過ぎると所有権が無くなりますので、ご注意ください。 

※当該拾得物が警察署に届けられた後、

警察からあなたあてに拾得物の通知を 

することがあります。 
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遺失物受領書 

 

 拾得物受理番号 第    号の物品を受領しました。 

 

令和   年   月    日    

 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

    会 長  三 浦  久 知  様 

 

 住 所  

 氏 名 （自署） 

 電 話 （         ） 

 

返還時本人確認方法 

□ 運転免許証 

□  そ の 他

（               ） 

 □ 個人番号カード 

 

返還担当者  

※拾得物受理番号は第 1号様式を確認 

 

式典名/競技名   （第５号様式） 

会場名    
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 （第５-1号様式） 

 

 

報労金の支払い義務について 

令和   年   月    日に、返還した物件を拾得された方が、報労金の権利を主張しています。 

あなたは、遺失物法の定めるところにより拾得者の方に対し、報労金の支払い義務がありますので、

拾得者の方に連絡し、話し合ってください。 

  なお、拾得者の方は、物件の評価額の 5パーセントから 20パーセントまでの 2分の 1の範囲内で

報労金の支払いを請求することができます。 

 

 

 

 

物件を拾得した方 

住   所  

氏   名  

電   話 （           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

住 所 ： 〒882－0812 

延岡市本小路３９番地 1 

電 話 ： 0９８２－２０－７５２０ 
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 （第６号様式） 

 

 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会  

 会 長  三 浦  久 知  様 

 

委 任 状 

【代理人（受取りに来られる方）】 

住   所  

氏   名  

委任者との関係  

 

 わたしは上記を代理人と定め、物件の受取りおよび拾得者への氏名・住所・電話番号の告知の同意に 

係る一切の権限を委任します。 

 

 

 

【委任者（頼む方）】 

住   所  

氏   名  

電話番号 （           ） 
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 （第７号様式） 

 

  

                   様 

拾得物返還通知書 

令和   年   月   日 

 

令和   年   月   日に拾得の届出がありました物件（預かり書受理番号 第     号）は、 

令和   年   月   日に下記の方に返還いたしました。 

 あなたは、遺失物法の定めるところにより、物件の評価額の 5パーセントから 20パーセントまでの 2分の

1の範囲内で報労金の支払いを請求することができます。 

 なお、下記の方には報労金の支払い義務があることを伝えてありますので、あなた宛てに連絡がありました

ら、お互いに話し合ってくださいますようお願いします。 

 

 

【返還を受けた方】 

住   所  

氏   名  

電話番号 （           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

住 所 ： 〒８８２－０８１２ 

延岡市本小路 39番地１ 

電 話 ： 0９８２－２０－７５２０ 
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● 拾得物・遺失物対応フロー

１.拾得物(落とし物・忘れ物)の届け出があった場合

«注１»

«注１» 拾得物は、原則拾得者が案内所にて手続きするよう案内すること。

 ただし、拾得者が実施本部員に預けて立ち去った場合は、当該実施本部員が案内所に持参して届け出る。

 (※拾得した時間、場所等を聞いておくこと)

«注２» 拾得者に、報労金(拾得物評価額の５～20％の１/２の額)を受け取る権利があることを説明すること。

«注３» 拾得者が手続等に氏名等を告げない場合は、報労金の権利放棄について説明すること。

«注４» 警察署が遺失物を公告した後、３か月以内に遺失者が判明しなかったときに所有権を取得する権利がある

 ことについて説明すること(麻薬等の所持禁止物、カメラや携帯電話など個人情報関連物を除く)。

«注５» 拾得物を拾ってから届ける際、発見してから２４時間が経過している場合は権利の失権であることを説明すること。

高価なもの
・ビデオカメラ

・携帯電話

・運転免許証 など

安価なもの
・タオル
・水筒
・傘  など

【総務班】

拾得物に「拾得物受理書(第２号様式)の

写し」「拾得物件提出書(第８号様式)」を

添えて、所管警察署に届け出る

※該当【有】→遺失者に連絡

※該当【無】→「拾得物BOX」に保管

盗難および紛失に注意

①「拾得物受理書(第２号様式)」を記入
«注２～注５»

②「拾得物預かり書(第3号様式)」を記

入、拾得者に交付

③「拾得物一覧簿(第1号様式)」を記入

④拾得物を透明の袋に入れる
(袋には受理番号を書く)

⑤「遺失物一覧簿(第4号様式)」と照合

※該当«有»→遺失者に連絡

※該当«無»→「拾得物BOX」に保管

盗難および紛失に注意

【総務班】

拾得物に「拾得物件提出書(第８号様式)」

を添えて、所管警察署に届け出る

①「拾得物一覧簿(第１号様式)」を記入

② 拾得物を透明の袋に入れる
(袋には受理番号を書く)

③「遺失物一覧簿(第４号様式)」と照合

① 総務班に「拾得物一覧簿(第１号様式)

の写し」を情報提供

②「拾得物BOX」は総務班において保管

式典・競技中式典・競技中

式典・競技終了後

式典・競技終了後

全日程終了後

案内所での手続き

現金または高額な物品等か
※判断に迷うときは、係長に確認

いいえ はい
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①「遺失物一覧簿（第４号様式）を記入

②「拾得物一覧簿（第１号様式)」と照合

「委任状(第６号様式)」を受領

２～３点合致

したら返還

① 運転免許証等で本人確認を行い «注１»、拾得物を照会

【照合の方法】

・拾得物は見せず、特徴を聞き取る(色、形状、素材、デザイン、メーカー等)

・個人情報を含む遺失物(運転免許証等)は、住所や生年月日を聞き取る

③ 遺失物受領書(第5号様式)に署名を受け返還する

※返還時は権利等の説明を行い、第５－１号様式を発行する «注２»

① 総務班へ「遺失物一覧簿(第４号様式)の写し」を情報提供

② 遺失物を返還した際に、拾得者が報労金の権利を主張しているときは、「拾得物返還通知書

(第７号様式)」を拾得者に通知する

③ 以下の３点は保管

 ・「遺失物一覧簿(第４号様式)」・「遺失物受領書(第５号様式)」・「委任状(第６号様式)」

いいえ

«注１»

案内所での手続き

はい

«注１» 「遺失者本人であることを確認」できる物をすべて紛失した場合は、遺失者本人であることを

証明することのできる個人情報を聞き取り、もしくは「遺失物一覧簿」の内容と照会する。

«注２» 遺失者は、報労金(遺失物評価額の5～20％の２分の１の額)を支払う義務があることを証明する

 こと(拾得者が権利を主張している場合のみ)。

● 拾得物・遺失物対応フロー

２.遺失物(落とし物・忘れ物)の届け出があった場合

高価なもの
・ビデオカメラ

・携帯電話

・運転免許証 など

安価なもの
・タオル
・水筒
・傘  など

式典・競技中

案内所での手続き

現金または高額な物品等か
※判断に迷うときは、係長に確認

式典・競技中

全日程終了後

遺失者本人か

「拾得物ＢＯＸ」内を探す

 ※ 該当《有》の場合 ⇒ 返還

 「拾得物一覧簿（第１号様式）」の遺失者

 氏名・連絡先欄に記入してもらう。

※ 該当《無》の場合

 「遺失物一覧簿（第４号様式）」を記入。

 所管警察署にも届出を行うように説明する。

所管警察署へ届け出るよう説明する。

（警察へ拾得物を引き継いでいる場合も含む。）

拾得物の届出があるか

式典・競技中

- 17 -



日本のひなた宮崎 国スポ 延岡市保険加入要項（案） 

 

１ 趣旨 

  この要項は、第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎 国スポ」（以下「国

スポ」という。）において、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会

（以下「市実行委員会」という。）が加入する保険について、必要な事項を定める。 

 

２ 契約 

  市実行委員会は、直接又は社会福祉法人延岡市社会福祉協議会を通じて損害保

険会社と保険契約を締結する。 

 

３ 補償内容 

  市実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保険及び傷害保険に加入するもの

とし、事故の種別に応じた補償内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 損害賠償責任保険 

   国スポ開催期間中等に第三者に対して損害を与え、かつ、被害者から損害賠

償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故の補償に係る保険をいう。 

  ア 施設賠償事故 

    競技会場、練習会場、駐車場等の施設及び会場内外に設置する看板、仮設

物等、市実行委員会が所有若しくは管理するものの不備又は運営上の過失か

ら生じた事故により、第三者の生命、身体又は所有物に損害を与え、法律上

の損害賠償責任を負う事故をいう。 

区分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 

対人 １億円 １億円 ３億円 

対物 ― １億円 ３億円 

  イ 医師等賠償事故 

    市実行委員会が管理運営する救護所等に従事する医師等の業務に起因し

て、第三者の生命又は身体に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責

任を負う事故をいう。 

区分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 

対人 １億円 １億円 ３億円 

  ウ 生産物賠償事故 

    市実行委員会が提供した飲食物に起因して、第三者に損害を与えたことに

より、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。 

第３号議案 
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区分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 

対人 3,000 万円 ３億円 ３億円 

  エ 受託者賠償事故 

    市実行委員会が借り受けた器具等を滅失、破損、汚損若しくは紛失し、又

は盗取若しくは詐取されたことなどにより、貸主に法律上の損害賠償責任を

負う事故をいう。 

区分 
補償内容 

１事故 保険期間中 

対物 時価 時価総額 

  オ 競技会補助員賠償責任事故 

    競技会補助員の活動中の偶然の事故に起因して、第三者に損害を与えたこ

とにより、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。 

区分 
補償内容 

１事故 

対人・対物共通 ５億円 

(2) 傷害保険 

   被保険者が、国スポの開催準備業務若しくは運営業務に従事しているとき、

又は当該業務に従事するため自宅若しくは宿泊所を出てから帰宅するまでの

往復途上及び会場間の移動中に発生した偶発の事故により、生命又は身体に生

じた損失の補償に係る保険をいう。 

   また、一般観覧者においては、市実行委員会が管理運営する競技会場エリア

において発生した偶然の事故により、生命・身体に生じた事故の補償に係る保

険をいう。 

被保険者 
補償内容 

死亡・後遺障害 入院 通院 

大会役員 

2,500 万円 5,000 円 3,000 円 

競技会役員 

競技役員 

競技補助員 

一般観覧者 

医師 １億円 30,000 円 10,000 円 

看護師 
3,000 万円 10,000 円 5,000 円 

理学療法士 
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４ 適用除外 

  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、保険の対象外と

する。 

 (1) 損害賠償責任保険 

  ア 故意による事故 

  イ 地震、台風等の天災による事故 

  ウ その他保険約款上に定めのあるもの 

 (2) 傷害保険 

  ア 保険対象者の故意による事故 

  イ 地震および台風等の天災による事故 

  ウ 保険対象者の疾病又は心神喪失による事故 

  エ 保険対象者の自殺又は犯罪行為による事故 

  オ その他保険約款上に定めのあるもの 

 

５ 事故報告 

 (1) 競技会係員は、国スポ期間中等に事故が発生したときは、速やかに市実行委

員会に事故報告書（様式第１号）を提出するものとする。 

 (2) 市実行委員会は、前項の報告を受理した場合は、速やかにその旨を保険会社

に連絡し、所定の手続きを行う。 

 

６ その他 

(1) この要項に定めのない事項は、本契約に係る賠償責任保険普通保険約款、

傷害保険普通約款、特別約款及び特約条項の定めるところによる。 

(2) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(3) 競技別リハーサル大会における保険加入の取扱いについても、この要項を

準用する。 

 

 

附則  

 この要項は、令和 年 月 日から施行する。 
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様式第１号 

事 故 報 告 書 

年  月  日 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ 

延岡市実行委員会 会長 殿 

報告者 所属：           係 

氏名：             

事故発生日時     年  月  日（  ）  時  分頃 

事故発生場所  

事故発生状況 

（できるだけ詳しく） 

 

【物損事故の場合】 

被
害
物 

被 害 物 名  

被 害 状 況  

被害物の写真  有 ・ 無 【撮影者氏名】 

所
有
者 

住 所  

氏 名  

電 話 番 号  

【傷害事故の場合】 

処置記録兼診療依頼書発行番号  

負
傷
者 

参 加 区 分 

（該当を○で囲む） 

選手・監督・各役員・競技補助員・競技会補助員 

一般観覧者・医師・看護師 

その他（                  ） 

住 所  

氏 名 （年齢： 歳、性別：男・女） 

電 話 番 号  

親 権 者 氏 名 ※１８歳未満の子が負傷した場合のみ記入 

医
療
機
関 

名 称  

電 話 番 号  

担 当 医 師  

傷
害
内
容 

傷 病 名  

症状・程度など 
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日本のひなた宮崎国スポ 

延岡市情報通信基本計画（案） 
 

１ 趣旨 

「日本のひなた宮崎国スポ」における情報通信を円滑に行うため、県の「日

本のひなた宮崎 国スポ・障スポ情報通信基本計画」等に基づき、県及び競

技団体との緊密な連携のもと、関係機関等の協力を得て、情報通信体制の整

備を図り、大会運営に万全を期すものである。 

 

２ 内容 

（１）情報通信施設の整備 

   大会を円滑かつ効率的に運営し、参加する選手・監督、役員、視察員、報 

道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。） 

の便宜を図るため、関係機関等の協力を得て、各種通信設備を整備する。 

（２）情報通信体制の整備 

  ア 競技会運営における情報通信体制 

    競技会運営を円滑かつ効率的に実施するため、関係機関等の協力をも 

とに、情報通信体制を整備する。 

  イ 記録業務における情報通信体制 

    競技記録を迅速かつ正確に送受信するとともに、記録業務を円滑かつ 

効率的に実施するための情報通信体制を整備する。 

（３）大会参加者等への情報提供 

   大会参加者等へ交通、宿泊、医療、観光等の多様な情報並びに競技結果を 

迅速に提供するサービスを実施する。 

 

３ その他 

（１）この計画に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における情報通信体制についても、 

必要に応じてこの計画を準用する。 

 

  附則 

   この要項は、令和８年 月 日から施行する。 

第４号議案 
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日本のひなた宮崎 国スポ 

延岡市弁当調達要項（案） 

 

１ 趣 旨 

  この要項は、延岡市で開催する「日本のひなた宮崎 国スポ」（以下、「大会」という。）

に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会参加者」

という。）に提供する弁当の調達について必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、関係機関等と十分な調整を行い、大会参加者の弁当調達業務を実施する。 

 

３ 弁当調達計画 

  弁当調達においては、あらかじめ必要数を把握し、適切な計画を作成するものとす

る。 

 

４ 弁当の種類 

（１）斡旋弁当 選手・監督、視察員及び報道員等に対して斡旋する弁当をいう。 

（２）支給弁当 大会役員、競技役員、競技補助員、競技会係員、競技会補助員等に対

して支給する弁当をいう。 

 

５ 調達期間 

  調達期間は、斡旋弁当にあっては大会の開催期間（公式練習日を含む。）、支給弁当

にあっては大会の準備、運営等に係る業務に従事する期間のうち、実行委員会が必要

と認める期間とする。 

 

６ 弁当調製施設の選定及び取消 

（１）弁当調製施設については、別に定める延岡市弁当調製施設選考基準に基づき、保

健所の協力を得て実行委員会が選定する。 

（２）実行委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、選定を取り消すことがで

きる。 

(ア)食品衛生法その他関係法令に基づく許可の取消し、営業の全部または一部の禁

止若しくは期間を定めて停止処分を受けたとき。 

(イ)食品衛生法その他関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わないとき。 

(ウ)弁当調製施設の業務を無断で第三者に委託したとき。 

(エ)その他、実行委員会が不適当と認めたとき。 

第５号議案 
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７ 弁当の料金 

  弁当の料金は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ（宮崎県）宿泊要項に準じるも

のとする。 

 

８ 弁当の発注 

  発注方法については、実行委員会が数量を取りまとめの上、選定された弁当調製施

設に対し発注する。 

 

９ 弁当引換所の設置及び弁当の引換え 

  競技会場に弁当引換所を設置し、保健所等の関係機関の指導に基づき、適正な管理

のもと弁当の引換えを行うものとする。 

 

10 弁当調達業務の委託 

  実行委員会は、この要項に定める業務の全部又は一部を委託できるものとする。 

 

11 その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における弁当調達についても、必要に応じてこの要項を準

用する。 
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日本のひなた宮崎 国スポ 

延岡市弁当調製施設選考基準（案） 

 

１ 趣旨 

この基準は、日本のひなた宮崎 国スポ延岡市弁当調達要項に基づき、「日本の

ひなた宮崎国スポ」（以下「大会」という。）において、日本のひなた宮崎国スポ・

障スポ延岡市実行委員会（以下「実行委員会」いう。）が提供する弁当の調製施

設の選考基準を定める。 

 

２ 大会への理解と協力 

大会に理解があり、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下

「実行委員会」という。）が行う弁当調達業務に対して協力的であること。 

 

３ 弁当調達体制 

弁当調達業務の運営に万全を期するため、実行委員会が指定する弁当業務代行

事業者と指定弁当調製施設間の相互において、円滑な業務の連携が可能であるこ

と。 

 

４ 施設要件 

（１）食品衛生法に基づく営業許可を受けていること。 

（２）延岡市内に本社または製造所を有していること。ただし、実行委員会が必要

と認めた場合はこの限りではない。 

（３）法人登録をしている事業者の調製施設であること。 

（４）市町村税（本店所在地分及び本市分）（支店、営業所等が本市に存する場合

に限る））、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（５）延岡市暴力団排除条例第２条第１号から第３号までに規定する暴力団員及び

暴力団員等ではないこと。 

 

５ 施設の衛生管理 

（１）選考時点において過去３年間に、食中毒発生等により食品衛生法に基づく営

業停止処分を受けていないこと。 

（２）食品衛生監視票が調査時点において８０点以上であること。もしくは、令和

９年３月までに８０点以上に改善できること。 

（３）食品衛生関係法令に基づき、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組むととも

に適切に施設管理、運営がなされている施設であること。 

（４）検食は、原材料及び調理済食品ごとに５０ｇ程度を清潔な容器（ビニール袋
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等）に密封して、マイナス２０℃以下で２週間以上保存できること。 

（５）調理従事者（食品の調理・盛付け等、食品に接触する可能性のある者であっ

て、臨時職員を含む。）の全員に対し、大会開催前の１ヶ月以内に検便検査

（赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスを含むもの）

の実施が可能であること。 

（６）食品賠償保険に加入していること、若しくは大会開催期間中に加入できるこ

と。 

（７）実行委員会から指摘された事項を改善することが可能であること。 

 

６ 施設の調製能力 

（１）大会時の提供可能数が、曜日に関わりなく１日あたり２００食以上であるこ

と。 

（２） 前日午後８時までの受注（あらかじめ発注した数量に対する変更等）に対し、

消費期限を当日の午後２時までに設定した弁当を午前１１時までに実行委

員会が指定した場所に納入が可能であること。 

（３）単価に応じた調製が可能であること。 

（４）最大で 5 日分のメニューの日替わりが可能であること。 

（５）原材料に延岡市産品または宮崎県産品を積極的に使用する等、延岡市の特色

を生かした弁当の調製が可能であること。 

（６）栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供が可能であること。 

（７）メニューについて実行委員会と協議を行い、実行委員会の指示に対応可能で

あること。 

（８）実行委員会が準備する容器・包装紙等での提供が可能であること。 

（９）実行委員会から指摘された事項を改善することが可能であること。 

 

７ 施設の対応能力 

（１）実行委員会からの要望に応じて、弁当献立、試食弁当及び写真の提供が可能

であること。 

（２）弁当容器に、最低限、以下の項目をラベルシール等で表示ができること。 

  ア 弁当の名称 

  イ 原材料名（アレルゲン、原料米の産地等の表示を含む。） 

  ウ 添加物（アレルゲンを含む。） 

  エ 消費期限（時刻まで表示） 

  オ 保存方法 

  カ 製造所所在地・製造者名 

  キ その他食品表示関係法令により規定される表示 
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  ク 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

  ケ 持ち帰りを禁止する表示 

  コ その他実行委員会が指示する表示 

（３）実行委員会が指定した時刻・場所に、適切な温度管理（１０℃以下）のでき

る方法（保冷車の利用等）にて、運搬が可能であること。ただし、弁当調製

施設の指定にかかる必須項目ではないが、本事項が対応可能な施設を優先し

て発注することとする。 

（４）弁当付属品のお茶、割り箸、つま楊枝、お手拭き、お品書き、持ち運び用ビ

ニール袋等の提供については、実行委員会の指示に沿った内容での提供がで

きること。 

（５）注文数の変更は前日の午後 8 時まで可能であり、原則として、当日の午前 11

時までに納品が可能であること。また、同日に容器を回収できること。 

（６）運搬が容易で清潔な段ボール等に梱包し弁当を納入できること。 

（７）荒天等により、開催が中止となった場合、弁当の調製及び納入については、

実行委員会の指示に基づく対応が可能であること。 

（８）実行委員会から指摘された事項を改善することが可能であること。 

 

８ その他 

（１）この基準に定めるもののほか、必要な場合には別途協議をして定める。 

（２）競技別リハーサル大会における弁当調製についても、必要に応じてこの基準

を準用する。 
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日本のひなた宮崎国スポ 

延岡市医療救護対策実施要領（案） 

 

 

１ 目的 

 この要領は、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市医療救護実施要項」に基づき、延

岡市で開催する「日本のひなた宮崎国スポ」及び競技別リハーサル大会（以下、「大

会」という。）における医療救護対策の実施について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下、「実行委員会」とい

う。）は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」と

いう。）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て、医療救護対

策を実施する。 

 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

ア 競技会場の適切な場所に設置し、救護活動及び競技に支障のないようにする。 

イ 衛生管理に留意し、救護所内が外部から見えないようにする。 

ウ 救護所の場所を明示するため、看板等を設置する。 

（２）人員編成 

救護所は、医師、歯科医師、看護師、保健師、競技会係員等（以下「救護所係

員等」という。）のうち、必要に応じた編成とする。 

（３）開設時間 

各会場の開場（開門）１時間前から競技及び表彰式終了 30分後までとし、必要

に応じて変更することができる。 

（４）その他 

救護所には、当該会場の競技特性等を勘案のうえ、必要に応じて医薬品（ドー

ピング禁止物質を含有しないものに限る。以下同じ。）医療器具、ＡＥＤ（自動

体外式除細動器）、その他必要物品等を配備する。 

 

４ 医療救護体制 

（１）救護所における医療救護 

ア 救護所では、応急処置を行い、処置記録兼診療依頼書（様式第１号）に所定

の事項を記載する。 

イ 傷病者を医療機関に移送する必要があるときは、車両等での移送又は救急自

動車等の出動を要請する。この場合においては、所属の関係者を必ず同行さ

せることとし、医療機関を受診する傷病者へ処置記録兼診療依頼書（様式第

第６号議案 
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１号）の写しを交付する。医療機関に移送しないときは、最寄りの医療機関

を紹介するなど適切な措置を講じる。 

ウ 救護所係員は、傷病者を医療機関に移送した場合、速やかに実行委員会へ報

告する。また、医療機関に移送した傷病者のその後の症状、経過についても

把握するよう努め、入院患者が発生した場合は、入院患者発生速報（様式第

３号）により速やかに実行委員会に報告する。 

 

（２）練習会場における医療救護 

ア 配備する医薬品（ドーピング物質を含有しないものに限る。）は、必要に応

じて決定する。 

イ 係員については、競技会係員とするが、必要に応じて看護師、保健師等を配

置する。 

ウ 傷病者を医療機関に移送する必要があるときは、救護所における取り扱いに

準じる。 

 

（３）宿舎における医療救護 

ア 宿舎提供者は、宿舎において傷病者が発生した場合、速やかに医療機関と連

絡をとり、その指示を受ける。医療機関へ移送する必要があるときは、車両

等での移送又は救急自動車等の出動を要請する。この場合においては、所属

の関係者を必ず同行させる。 

イ 医療機関へ移送しないときは、最寄りの医療機関を紹介する。この場合にお

いても、所属の関係者を同行させる。 

ウ 所属の関係者は、傷病者を医療機関に移送した場合、実行委員会に次の事項

を報告（夜間の場合は翌日）する。 

①傷病者の住所、氏名、性別、年齢及び連絡先 

②参加区分及び競技種目 

③宿舎名及び連絡先 

     ④搬送した医療機関及び搬送方法 

⑤事故（傷病）の発生時間・発生場所、傷病内容、発生原因、処置内容、

使用薬品及び現在の状況 

     ⑥付添者の氏名及び連絡先 

 

５ 医療費の負担 

（１）救護所、練習会場での応急処置にかかる経費及び救急自動車等による移送経費

は、実行委員会が負担する。 

（２）傷病者は、マイナンバー又は資格確認証を提示して受診した場合は医療費の本

人負担分を、提示しないで受診した場合は医療費の全額を医療機関へ支払う。 
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６ 関係機関への協力要請 

実行委員会は、関係機関の協力を得て、医療機関及び消防本部等に対し、傷病者

の受け入れ及び搬送の医療救護対策への協力を要請する。 

 

７ 事務処理 

   救護所係員等は、相互に連絡調整を図りながら、次の書類に所定の事項を記載す

るものとし、当日業務終了後速やかに実行委員会に提出する。 

ア 処置記録兼診療依頼書（様式第１号） 

※搬送傷病者に原本を渡した場合はその控え 

イ 取扱傷病者一覧表（様式第２号） 

ウ 入院患者発生速報（様式第３号） 

 

８ 県実行委員会等への報告 

（１）実行委員会は、国スポ等期間中に入院患者が発生した場合は速やかに「入院患

者発生速報（様式第３号）」により県実行委員会に報告する。 

（２）実行委員会は、全競技終了後、競技会場ごとに取りまとめた「取扱傷病者一覧

表（様式第２号）」を県実行委員会に提出する。 

 

９ その他 

（１）救護所係員等の服装は、各職種に応じたものとし、救護所係員等であることが

わかるよう配慮する。。 

（２）救護所係員等の心得として、傷病者の状況を記録し関係者からの問い合わせに

支障のないようにするとともに、傷病者のプライバシーの保護に十分に配慮す

る。 

（３）この要領に定めるもののほか、医療救護に関して必要な事項は別に定めるもの

とする。 
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　様式第１号 （表面）

午前
午後

男
女

生年月日
他 歳

都道府県名（　　　　　　　）

バイタルサイン

現病歴

既往歴

処置内容

使用医薬品

備考

　搬送先医療機関　担当医　様

※ 　本書を医療機関へ送付すること並びに搬送先医療機関から日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ延
岡市実行委員会に返送することについては、個人情報の保護に万全を期すとともに大会の統計資料
に利用すること以外には使用しないことを条件に承諾します。

日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ延岡市実行委員会

令和　　年　　月　　　日

同意欄（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

処置記録兼診療依頼書

取扱救護所 発行番号 №

発症場所 発行日時
   年　　月　　日

その他（　　　　　　　　　）

傷
病
者
情
報

氏名
ふりがな

参加区分

　　時　　　分頃

日本のひなた宮崎　国スポ・障スポにおいて発症した上記の者に対する診療をお願いいた
します。

（携帯　　　－　　　－　　　） （携帯　　　－　　　－　　　）

式典中・競技中・観戦中・移動中

受傷部位

 S・H・R

　選手・監督・役員・観客
　その他（　　　　　　）

競技名/会場名 /
　年　　月　　日生　

会長　　三 浦　久 知

発症(事故)原因

 無

搬送 有 ・ 無 救護所医師等氏名

 体温　　　　　　　　℃  脈拍  血圧　　　　／　 　 ｍｍHg

服薬

応
急
処
置
の
内
容

　胃腸障害　 感冒　 貧血 　頭痛 　熱中症 　疲労 　眼症 　耳症 　歯牙外傷
　打撲 　捻挫　 骨折 　脱臼 　筋腱断裂　 挫創　 切創　 裂創
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

傷病内容

（TEL 　　　－　　　－　　　）

住所
連絡先

宿舎の名前

付添者

処置時間：午前・午後　　　時　　　分

 有（　　　　　　　）
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（裏面）

医療機関名 担当者
（所属）

住所
（氏名）

TEL FAX

使用医薬品

【救護所で記載】

　No.取扱救護所 診療依頼書発行番号

傷病名

診療医師名　　　　　　　　　　　　　　　　

※　御不明な点等ございましたら、下記まで御連絡ください。
日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ延岡市実行委員会事務局　医療救護担当

TEL　０９８２－２０－７５２０

F A X 送 信 票

宛
先

ＦＡＸ　０９８２－２０－７５２１

日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ延岡市実行委員会　事務局　宛

診
療
内
容

下記診療内容欄に記入後、この用紙を日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ延岡市実行委員会まで

FAXにて送付くださいますようお願いいたします。

発
信
者
名

治療内容

その他
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選手 監督 観客 その他 計 選手 監督 観客 その他 計

骨折

腱断裂

捻挫

打撲

脱臼

裂創

口腔内外傷

その他

頭頚部疾患

呼吸・循環器疾患

消化器疾患

内分泌疾患

腎疾患

神経疾患

その他

　※　この様式は、一日の業務終了後に集計し記載すること。

　様式第２号

取 扱 傷 病 者 一 覧 表
　月　　　日（　　） 競技名　　　　

区分
取扱傷病者数 医療機関への搬送者数

外
傷

熱中症

脱水症

内
因
性
疾
患

合計
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様式第３号

男 選手、監督、役員、

　年　　月　　日生　　　 女 観客、その他

午前

午後

報告者氏名

宿 舎 名

入 院 患 者 発 生 速 報

患
　
者

ふ り が な
氏 名

参加区分

都 道 府 県 名 競技種目

   年　　月　　　日　　　午前　・　午後　　　　　時　　　　　分

宛
先

日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ実行委員会　医療救護担当　様

FAX ：  ０９８５－２４－１７２３

会場地委員会名

日本のひなた宮崎
国スポ・障スポ

延岡市実行委員会

競技会場名

発 生 原 因

月　　　　日（　　）

備 考

及 び 状 況

症 状

競 技 参 加 の

支 障 の 有 無

入院先医療機関名

使 用 医 薬 品

発 生 時 間 　　時　　分

発 生 場 所
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日本のひなた宮崎国スポ 

延岡市防疫対策実施要領（案） 

 

１ 目的 

 この要領は、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市防疫対策実施要項」に基づき、延

岡市で開催する「日本のひなた宮崎国スポ」及び競技別リハーサル大会（以下、「大

会」という。）における防疫対策について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下、「実行委員会」とい

う。）は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図ると

ともに、関係機関等の協力を得て防疫対策を実施する。 

 

３ 実施内容 

（１）感染症に関する意識の普及及び啓発 

感染症の発生・拡大を防止するため、選手・監督、役員、視察員、報道員並び

に一般観覧者等（以下「大会参加者等」という。）に対し、感染症に関する意識

の普及及び啓発を行うなどして、意識の向上に努める。  

ア ホームページ等を活用した啓発活動  

イ 各イベント等を活用した啓発活動 

（２）衛生備品等の配備 

大会期間中における感染症の予防及びまん延を防止するため、競技会場等に必

要に応じて衛生備品、体温計、消毒液等を配備する。 

（３）感染症患者発生時の措置 

大会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）が発

生した場合には、感染症法等に基づく措置を講じるとともに、必要に応じて保健

所の指導・助言を求め、感染のまん延防止に努める。 

（４）緊急連絡体制の整備 

大会期間中における感染症の発生及びまん延を防止するため、関係機関等との

緊急連絡体制を整備する。 

 

４ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な防疫対策の実施に関して必要な事項は別に

定める。 

第７号議案 
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日本のひなた宮崎国スポ 

延岡市食品衛生対策実施要領（案） 

 

１ 趣旨  

この要領は、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市食品衛生対策実施要項」に基

づき、延岡市で開催する「日本のひなた宮崎国スポ」及び競技別リハーサル大

会（以下、「大会」という。）における食品衛生対策について、必要な事項を定

める。 

 

２ 実施方法  

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を

図るとともに、関係機関等の協力を得て食品衛生対策を実施する。  

 

３ 実施内容 

（１）食品衛生に対する意識の向上 

  食品衛生講習会 

保健所が食品関係営業施設等を対象に実施する食品衛生講習会等の活動

に協力する。 なお、実行委員会においても、必要に応じて同様の講習会を

実施することができる。 

（２）食品衛生管理の強化 

実行委員会は、大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員、大会

関係者および 一般観覧者に食品を提供する次に挙げる施設（以下「食品関

係施設」という。）に対し、 保健所が実施する監視指導に協力し、食品関係

施設の衛生確保に努める。 

ア 弁当調製施設 

イ 宿泊施設 

ウ 土産食品等の食品製造・販売施設 

エ 競技会場等の飲食営業施設および食品販売店（臨時的施設を含む。） 

オ 弁当引換所 

（３）健康管理 

保健所等の関係機関・団体等と連携し、食品関係施設事業者に対し、食中

毒の発生予防を重点とした従事者の健康管理の徹底および病原体保有者の

発見に向けた検査の実施を励行するように指導する。 

（４）食中毒発生時の対応 

ア 食中毒の発生またはその疑いに関する情報を入手した時は、速やかに保

健所に通報する。 

第８号議案 
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イ 実行委員会および保健所は、食中毒はもとより、飲食に起因する可能性

のある健康被害の発生またはその疑いに関する情報があったときは、関

係者において事前に情報共有を図る。 

ウ 保健所の協力を得て、大会期間中における食中毒発生時など緊急時の連

絡体制を整備する。 

 

４ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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日本のひなた宮崎国スポ 

延岡市環境衛生対策実施要領（案） 

 

 

１ 目的 

 この要領は、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市環境衛生対策要項」に基づき、

延岡市で開催する「日本のひなた宮崎国スポ」及び競技別リハーサル大会（以下

「大会」という。）における環境衛生対策について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

  日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下、「実行委員会」とい

う。）は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図る

とともに、関係機関等の協力を得て環境衛生対策を実施する。 

 

３ 環境衛生対策 

（１）競技会場等の環境美化 

① 競技会場等には、必要に応じて資源ごみ等の分別ができるごみ箱等を適 

切な場所に設置する。 

② 競技会場等の廃棄物は、それぞれの会場に適した処理体制により適切に処

理する。なお、処理の際には分別収集を行い、資源ごみのリサイクルに努

める。 

③ 競技会場等の清掃は、会場ごとに清掃体制を整え効果的に実施する。 

④ 競技会場等のトイレ（仮設を含む）は、清掃、点検、し尿の汲取り等を行

い、衛生的に管理する。 

⑤ 競技会場等は、原則として禁煙とする。ただし、競技会場等の敷地内にお

ける受動喫煙防止、防火対策及び環境美化のために必要と認められるとき

は、健康増進法第 28 条第 13 号に定める「特定屋外喫煙場所」の要件を

満たした場合に限り、競技会場等の敷地内の屋外の一部に、例外的に喫煙

所を設置することができるものとする。 

（２）道路、河川、公園等の生活環境の美化 

① 実行委員会は、競技会場等及び宿泊施設等における道路、河川、公園等の

公共場所について関係機関等と連携し、清掃を積極的に行うとともにごみ

の不法投棄、空き缶等のポイ捨ての防止に向けた啓発に努める。 

② 公衆トイレは衛生的な維持管理を図る。 

（３）宿泊施設の衛生対策 

実行委員会は、宿泊者が快適な条件のもと過ごせるように、宿泊施設管理

者に対し、宿泊施設及びその周辺の環境衛生に努めるよう協力要請する。 

（４）飲料水の衛生対策 

第９号議案 
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実行委員会は、関係機関等と連携し、競技会場等及び宿泊施設において飲

料を提供する水道事業者が、安全で衛生的な飲料水を提供できるよう努める。 

（５）衛生害虫等の対策 

実行委員会は、必要に応じて関係機関等と連携し、民間団体・地域住民等

の協力を得て、衛生害虫等の発生防止対策の啓発、予防・駆除に努める。 

（６）動物の適正管理 

   実行委員会は、競技会場等、宿舎の周辺における犬・猫による危害の防止

を図るため、犬・猫の飼い主に対し放し飼いの禁止の徹底及び適正な飼育管理

について指導するよう努める。また、飼い犬・猫の登録及び、犬の狂犬病予防

注射の実施を徹底するとともに放浪する犬・猫の保護・収容に努める。 

 

４ その他 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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日本のひなた宮崎国スポ延岡市リハーサル大会輸送計画(案) 

 

１ 目的 

この計画は、「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市輸送交通業務実施要項」に基

づき、「日本のひなた宮崎国スポ競技別リハーサル大会」(以下「リハーサル大会」と

いう。)の円滑な輸送業務に関して必要な事項を定める。 

 

２ 輸送計画の基本的な考え方 

ア 選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者(以下「大

会参加者等」という。)の輸送は、原則、既存の公共交通機関等を利用する等自主移動

とする。 

イ 競技の特殊性や競技会場の立地等を考慮し、必要に応じて計画輸送を行う。 

 

３ 駐車場 

(1) 大会参加者等の駐車場を確保する必要がある場合、基本的には競技会場内とするが、

競技会場内に駐車可能なスペースが十分確保できない場合は、必要に応じて競技会場

外に指定駐車場を確保する。 

(2) 駐車場への誘導を円滑に行うため、必要に応じて大会参加者等に対し、事前に駐車許

可証を交付する。 

(3) 大会参加者等が指定外の駐車場等へ駐車することがないように周知徹底を図る。 

 

４ 来会方法等の把握 

 リハーサル大会開催前に、競技団体等への来会方法の確認や、必要な場合は来会意向調

査等を行い、来会時の交通手段や宿舎等の把握に努める。 

 

５ その他 

 この計画に記載のない事項については、必要に応じて関係機関と協議し決定する。 

第10号議案 
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日本のひなた宮崎国スポ延岡市駐車場管理運営計画（案） 

 

１ 目的 

 この計画は、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市輸送・交通基本計画」に基づき、第 81 回国

民スポーツ大会（日本のひなた宮崎国スポ）（以下「国スポ」という。）に参加する選手・監

督・競技役員、その他大会関係者（以下「大会関係者等」という。）及び一般観覧者の駐車

場利用を円滑かつ効率的に行うため、必要な事項を定める。 

 

２ 駐車場の確保および設置 

輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・団体等の協力を得て、競技会場、練

習会場の周辺等に必要な駐車場の確保に努める。 

 

３ 駐車場の設置期間 

 原則として、公式練習日を含む各競技会期中とする。ただし、特別な事情があると認めら

れる場合は、この限りではない。 

 

４ 駐車場の利用区分 

 大会関係者等及び一般観覧者の駐車場は、次のとおりとする。 

（1）選手・監督、競技役員等 

原則として、競技会場に最も近い駐車場を利用する。また事前に駐車許可証を 

配付し、他の利用者を制限する。 

（2）競技会係員、競技会補助員 

原則として、競技会場に近い駐車場を利用する。また、事前に駐車許可証を配付 

  し、他の利用者を制限する。 

（3）報道関係者、上記以外の大会関係者、一般観覧者 

自家用車による来場の場合は、日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会 

（以下、「市実行委員会」という。）が指定する駐車場を利用することとし、必要に応じて 

 事前に駐車許可証を配付し、他の利用者を制限する。 

 

5 駐車場対策 

（1） 駐車場管理運営 

  駐車場に係員等を配置し、車両の適切な誘導を行い、場内での事故防止に努める。 

（2） 駐車許可証の交付 

  交通混雑防止と臨時駐車場等への適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る

ため、必要に応じて駐車許可証を交付する。 

（3） 臨時駐車場の確保 

第11号議案 

- 41 -



 

 

  駐車場については、道路交通事情及び大会参加者、一般観覧者等の車両台数を勘案し、

競技会場及び練習会場等の周辺に、必要に応じて臨時駐車場を確保する。 

 

６ 事前準備 

駐車場設置日の前日までに、当該駐車場及び駐車区画等必要な整備を行う。なお、案内看

板等については、関係機関・団体等と協議のうえ、必要な手続きを行い設置する。 

 

７ その他 

（1）この計画に定めるもののほか、駐車場の設置・利用に関して必要な事項は別に定める。 

（2）国スポの開催に伴い実施する競技別リハーサル大会については、実情に応じてこの計

画を準用する。 
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日本のひなた宮崎国スポ延岡市競技別リハーサル大会 

警備・消防防災実施計画（案） 

 

１ 目的 

この計画は、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市警備・消防防災実施要項」に

基づき、「日本のひなた宮崎国スポ延岡市競技別リハーサル大会」（以下「リ

ハーサル大会」という。）の円滑な警備消防防災業務に関して必要な事項を定

める。 

     

２ 警備業務 

(１) 実施体制 

 ア 実施場所 

    原則として、リハーサル大会の競技会場、練習会場、駐車場及びその 

周辺道路とする。 

 イ 実施期間 

リハーサル大会の準備期間中及び大会開催期間中とする。 

 ウ 実施時間 

    競技ごとに、別途定める。 

 (２) 警備員の業務 

ア 交通誘導警備 

(ｱ) 雑踏事故及びその他の事件・事故の防止 

(ｲ) 競技会場駐車場における指定車両の識別（駐車許可証の確認）及び誘導 

(ｳ) 競技会場周辺及び駐車場における車両・歩行者の整理並びに誘導 

(ｴ) 違法駐停車の防止及び排除 

イ 夜間警備 

(ｱ) 仮設物、備品、会場装飾物等の火災及び盗難・損壊等の防止 

(ｲ) 不審者及び不審物への警戒 

(ｳ) 事故発生時における関係機関への通報 

ウ 会場警備 

(ｱ) 競技会場内における不審者及び不審物に対する警戒 

(ｲ) 競技会場内における不審者及び不審物に対する認知又は発見時におけ 

る関係機関への通報と適切な初動措置 

  (ｳ) 写真等撮影禁止区域内での撮影者への対応（撮影規制区域等における 

撮影許可を受けていない者への対応を含む。） 

  (ｴ) 競技会場における選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関 

係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の入退場管理 

 

第 12号議案 
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エ その他 

(ｱ) 事故発生時、緊急時における実施本部への連絡 

(ｲ) 大会参加者等の生命、身体及び財産を守るために必要な警備 

(ｳ) 警察・消防活動への協力 

 

３ 消防防災業務 

(１) 基本的な考え方 

   リハーサル大会における消防防災業務は、日本のひなた宮崎国スポ・障ス

ポ延岡市実行委員会及び実施本部が主体となり実施する。また必要に応じて

延岡市消防本部へ協力を依頼する。 

(２) 実施場所 

   リハーサル大会の競技会場、練習会場及び駐車場 

(３) 実施期間 

   リハーサル大会の準備期間中及び大会開催期間中 

(４) 消防防災実施業務 

 ア 消防防災業務における関係機関との連絡調整 

 イ 火災の警戒及び初期消火活動 

 ウ 火災その他災害情報の収集、伝達及び通報 

 エ 火災その他災害発生時における避難経路の確保及び避難誘導 

 オ 火災その他災害により負傷者が発生した場合の負傷者の救出・救助 

 カ 延岡市消防本部からの指摘及び助言事項に対する改善措置 

(５) 延岡市消防本部との連携 

   次のことについて、延岡市消防本部に依頼する。 

 ア 競技会場における実地踏査及び消防防災設備等の点検 

 イ 消防防災に必要な教育訓練の実施 

 

４ 大規模災害及び突発重大事案対応 

  発生時には事案の概要、被害状況を把握するとともに交通情報を収集する。 

また、関係機関と緊密な連携を取り、大会参加者等の安全確保と避難誘導に努 

める。

 

５ その他 

  この計画に記載のない事項については、必要に応じて関係機関と協議し決定

する。
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【副会長】８名 (順不同・敬称略)

【常任委員】 26名

社会団体 NPO法人 延岡市しょうがい者大輪の会 理事長 甲斐　直義
市 延岡市企画部 部長 吉岡　修

通信・運輸

医療・福祉
一般社団法人 延岡市医師会 会長 佐藤　信博

宿泊・衛生・観光

一般社団法人 延岡観光協会 代表理事 盛武　一則
宮崎県ホテル旅館業生活衛生同業組合延岡支部 支部長 山田　圭吾

宮崎県飲食業生活衛生同業組合延岡支部 支部長 髙田　重幸

宮崎県タクシー協会 延岡支部

スポーツ・レクリエーション

学校関係

産業・経済

宮崎県立延岡しろやま支援学校 校長 肱岡　憲吾

宮崎県農業協同組合 延岡地区本部長理事 楠田　富雄

延岡市水産振興委員会 委員長 宇戸田　定信

選 出 区 分 備考

市議会

県競技団体
宮崎県ソフトボール協会 会長 押川　尚生

一般財団法人 宮崎県水泳連盟 会長 武井　俊輔

宮崎県軟式野球連盟 会長 井料田　豊

宮崎県柔道連盟 会長

副委員長

延岡市 副市長 小泉　智明
延岡市教育委員会 教育長 髙森　賢一

会頭 森　龍彦
スポーツ・レクリエーション 一般社団法人 延岡市スポーツ協会 会長 福田　達也

市
延岡市 副市長 赤木　繁男

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会　常任委員

産業・経済

延岡市区長連絡協議会 会長 森口　正輝

延岡市障がい者自立支援協議会 会長 甲斐　由美子

延岡市議会 議長 早瀨　賢一

選 出 区 分 備考所 属 団 体 等 役　職　名 氏　　名

委員長

社会団体

市議会

延岡商工会議所

氏　　名

延岡市議会 副議長 梶本　英一

宮崎県バレーボール協会 理事長 山﨑　義信

所 属 団 体 等 役　職　名

鳥居　敏文

一般社団法人 延岡市スポーツ協会 副会長 木村　隆次

延岡市スポーツ推進委員協議会 会長 岡本　真奈美

一般社団法人 延岡市スポーツ協会 副会長 甲斐　義人

一般社団法人 延岡市スポーツ協会 副会長 吉田　建世

宮崎県体操協会 会長 海老原　郷士

宮崎県武術太極拳連盟 国体準備委員 原田　将司

宮崎県パワーリフティング協会 会長 壽﨑　剛

支部長 野々上　忠臣

社会福祉法人 延岡市社会福祉協議会 会長 柳田　泰宏

九州旅客鉄道株式会社 宮崎支社 延岡駅 駅長 菊池　建次

宮崎交通株式会社 延岡営業所 所長 興梠　泰洋
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記念行事の実施

ボランティア募集要項

休憩所等設置

売店募集 リハ大会売店設置 売店設置

歓迎装飾実施要項 リハ大会歓迎装飾 国スポ歓迎装飾

観光

おもてなし

観光・おもてなし基本計画 観光・おもてなし実施要項 観戦ガイドブック等作成 観戦ガイドブック等配布

リハ大会総合案内所設置 案内所設置

リハ大会休憩所等設置

案内・休憩所等設置要項

売店設置運営要項

文化プログラム事業

炬火イベント実施要項 炬火イベント

市民運動

市民運動基本計画 市民運動の推進

大会ボランティア配置

リハ大会ボランティア業務計画

研修会ボランティア募集 研修会 リハ大会配置

花いっぱい運動募集
アクションプラン推進

（デモスポ参加）

大会保険加入

財　務

大会開催経費検討 大会開催予算編成 大会開催予算執行・決算

リハ大会経費検討 リハ大会予算編成 リハ大会予算執行・決算

大会報告書作成

協賛取扱要項

広　報

広報基本計画 広報啓発活動の推進

大会報告書作成方針

炬火イベント実施計画

協賛の募集・推進

総

　

務

　

企

　

画

　

関

　

係

総務企画

開催基本方針 開催推進総合計画進行管理

大会運営ガイドライン 大会実施本部運営マニュアル

開催推進総合計画・年次計画 識別用品整備要項

支給物品等配布要項

遺失物・拾得物取扱要項

保険加入要項 リハ大会保険加入

広報アクションプラン 競技会記録写真撮影

報道対応マニュアル

準備委員会HP開設 実行委員会HP開設

大会ボランティア業務計画

市民運動アクションプラン
リハ大会

飾花・応援・クリーンアップ

文化プログラム実施計画 文化プログラム事業募集

常任委員会

専門委員会

リハ大会実施本部を兼務

・中央競技団体視察

・準備委員会事務局設立

大会実施本部設置

開催地 栃木県 鹿児島県 佐賀県 滋賀県 青森県

実行委員会第３回総会 実行委員会第４回総会
準備委員会第１回総会

第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会延岡市開催推進総合年次計画　【年度別業務一覧】

年　度 Ｒ4年度(5年前) Ｒ5年度(4年前) Ｒ6年度(3年前) Ｒ7年度(2年前) Ｒ8年度(1年前) Ｒ9年度(開催年)

準備組織

準備委員会設立発起人会

準備委員会設立総会
準備委員会第２回総会

宮崎県

主要行事

・開催内定 ・開催決定、会期決定 ・国スポリハーサル大会 ・障スポリハーサル大会

第

８

１

回

国

民

ス

ポ

ー

ツ

大

会

開

催

・

第

２

６

回

全

国

障

害

者

ス

ポ

ー

ツ

大

会

開

催

・準備委員会設立 ・実行委員会へ改組

実行委員会第１回総会 実行委員会第２回総会
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： 総合計画、基本計画 ： 要項、要領、実施計画、マニュアル等 ： 事業、イベント、実務等 ： 各種調査

駐車場管理運営計画

警備消防

警備・消防防災基本計画 警備・消防防災実施要項 警備・消防実施計画 警備・消防本部設置

リハ大会警備・消防実施計画 リハ大会警備・消防本部設置

廃棄物処理計画 廃棄物処理実施

防疫対策実施要項
防疫対策実施要領

防疫対策実施計画

第二次仮配宿計画 第三次仮配宿計画 大会配宿実施

大会弁当調達要項

弁当調達施設選定基準

弁当調整施設選考 リハ大会弁当調達実施

輸

送

交

通

関

係

輸送交通

輸送・交通基本計画 輸送・交通業務実施要項 輸送・交通業務実施計画

輸送・交通本部設置リハ大会輸送計画 リハ大会計画輸送実施

防疫対策実施計画

※前年度に前倒し

医事衛生本部設置食品衛生対策実施要項
食品衛生対策実施要領

食品衛生対策実施計画

食品衛生対策実施計画

※前年度に前倒し

環境衛生対策実施要項 環境衛生対策実施要領 環境衛生対策実施計画

医事衛生

医事・衛生基本計画 医療救護実施要項
医療救護実施要領

救護所設置計画
※前年度に前倒し

救護所設置

リハ大会救護所設置計画 リハ大会救護所設置

大会弁当調達実施
宿

泊

衛

生

関

係

宿　泊

宿泊基本計画 リハ大会宿泊実施要項 大会宿泊実施要項 宿泊本部設置

宿泊施設基礎調査対象施設選定 宿泊施設充足対策意向調査

宿泊施設基礎調査 第一次仮配宿計画

会場設営

施設整備基本計画 リハ大会会場設営仕様書 リハ大会会場設営

大会会場設営仕様書 大会会場設営

競技施設整備

情報通信基本計画 情報通信業務実施要領 臨時通信施設仮設設置

業務推進スケジュール リハーサル大会開催申請書提出

デモスポ開催競技選定 デモスポ実施要項 デモスポ大会　開催

式　典
式典基本計画 式典実施要項

各競技会

開始式、表彰式の実施

競技役員等編成(第三次) 競技役員等編成(最終)

リハーサル大会開催基本計画 競技別リハ大会実施要項 リハーサル大会　開催

リハーサル大会調査(第一次) リハーサル大会調査(第二次) リハーサル大会調査(最終)

競技役員等の委嘱

競技補助員数事前調査 競技補助員編成(第一次) 競技補助員編成(第二次) 競技補助員編成(最終)

リハ大会競技補助員編成

組合せ一覧表(案) 競技別参加申込書受付

競技用具整備計画(第一次) 競技用具整備計画(第二次) 競技用具整備計画(第三次) 競技用具整備計画(最終)

競

　

技

　

式

　

典

　

関

　

係

競　技

第

８

１

回

国

民

ス

ポ

ー

ツ

大

会

開

催

・

第

２

６

回

全

国

障

害

者

ス

ポ

ー

ツ

大

会

開

催

競技運営基本計画 競技別実施計画 競技別実施要項 競技別プログラム作成

競技別日程(第一次) 競技別日程(第二次) 競技別日程　決定

競技用具整備(第一次) 競技用具整備(最終)

練習会場調査 施設利用承諾書提出依頼 施設借用依頼

競技役員等編成(第一次) 第一次編成見直し 競技役員等編成(第二次)

Ｒ9年度(開催年)

開催地 栃木県 鹿児島県 佐賀県 滋賀県 青森県 宮崎県

年　度 Ｒ4年度(5年前) Ｒ5年度(4年前) Ｒ6年度(3年前) Ｒ7年度(2年前) Ｒ8年度(1年前)
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日本のひなた宮崎国スポ・障スポ延岡市実行委員会会則 

 

 

  第１章 総則 

 

(名称) 

第１条 この会は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ延岡市実行委員会（以下「実行委員

会」という。）と称する。 

 

(目的) 

第２条 実行委員会は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ大会において、延岡市で開催さ

れる競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要な準備を行うことを目

的とする。 

 

(所掌事項) 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。 

(１) 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(２) 競技会の開催に係る準備に関すること。 

(３) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(４) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(５) 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(６) その他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

 

  第２章 組織 

 

 (組織) 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

 (１) 延岡市を代表する者 

 (２) 延岡市議会を代表する者 

 (３) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

 (４) その他会長が特に必要と認める者 
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 (役員) 

第５条 実行委員会に次に掲げる役員を置く。 

 (１) 会長 

 (２) 副会長 

 (３) 常任委員 

 (４) 監事 

 

 (役員の選任) 

第６条 会長は、延岡市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委 

 嘱する。 

 

(役員の職務) 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長が

指名した順序により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第６項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

 

 (任期等) 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委員

会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、その

後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充するこ

とができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 

(顧問及び参与) 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

  第３章 会議 
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 (会議の種類) 

第１０条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

 (１) 総会 

 (２) 常任委員会 

 (３) 専門委員会 

 

 (総会) 

第１１条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

 (１) 競技会の開催に係る基本方針等に関すること。 

 (２) 会則の制定及び改廃に関すること。 

 (３) 事業計画及び事業報告に関すること。 

 (４) 予算及び決算に関すること。 

 (５) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

 (６) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員等の過半数の出席がなければ開催し、議決することができない。ただし、

総会に出席できない委員等は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任

し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 議会の議事は、出席委員等（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含

む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員へ事前に送付した議案に対し書面をもって表

決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

 

 (常任委員会) 

第１２条 常任委員会は、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長及び副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

３ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

４ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。 

６ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

 (１) 総会から委任された事項に関すること。 

 (２) 専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。 

 (３) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

 (４) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会について準用する。 
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８ 常任委員会は、第６項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の 

規定により専門委員から報告があった事項を次の総会に報告するものとする。 

 

(専門委員会) 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査、審議し、その結

果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に諮

った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 

 

  第４章 会長の専決処分 

 

 (会長の専決処分) 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これを専決処分するこ

とができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、そ

の承認を得なければならない。 

 

 

 第５章 旅費 

 

 (旅費及び費用弁償) 

第１５条 市外に在住または勤務している実行委員会の委員が、第３章に規定する会議への

出席する場合、最寄駅がある場合は、最寄駅から延岡駅までの往復の電車賃、最寄駅がな

い場合は、バス料金又は所在地から延岡市役所本庁舎までの往復距離に１キロメートルあ

たり 37 円を乗じて得た金額を支給して費用弁償するものとする。ただしバス料金につい

ては往復割引が適用される場合、適用後の額を支給する。 
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第６章 事務局 

 

 (事務局) 

第１６条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

  第７章 会計 

 

 (経費) 

第１７条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 

 (予算及び決算) 

第１８条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経

て、総会の承認を得なければならない。 

 

 (会計年度) 

第１９条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

  第８章 解散 

 

 (解散) 

第２０条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解

散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、延岡市に帰属するものとする。 
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  第９章 補則 

 

(委任) 

第２１条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項 

 は会長が別に定める。 

 

 

  附 則 

この会則は、令和６年８月８日から施行する。 
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